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令和７年度 七条中学校教育目的•目標 
【学校教育目的】 ～豊かな人間性と未来社会の中でよりよく生きていける力の育成～ 

【学校教育目標】 

「自律（自己指導力の育成）•探究（探究する力の育成）•貢献（相互交流力の育成）」 

【目指す資質•能力】 

① 自己判断•決定力（自己肯定感 共感的理解） 

② 課題解決力（課題設定 情報選択 活用力 分析力 論理的思考力 忍耐力創造力） 

③ 協働力•コミュニケーション力（協調性 調整力 表現力 人権尊重 助け合い） 

【目指す生徒像】 

生徒行動目標 ～人•学•和を大切にできる生徒～ 

１．自分を大切に、人を大切にできる生徒   (自己指導力•相互交流力)       

２．自ら（自分たちで）学び、自ら律することができる生徒  (探究する力•自己指導力) 

３．互いの多様性を尊重し、対話の中で合意形成ができる生徒  (相互交流力) 

４．健康で心身ともに逞しい生徒 (自己指導力) 

５．主体的に課題解決に挑戦する生徒   (探究する力・自己指導力) 
 

新着任の教職員の紹介 「就学援助」及び「総合育成支援教育就学奨励 
教  頭     湯浅 康次 

国語科     西尾 美咲 

山形 育恵 

奥田 正史 

石原 一樹 

社会科     中尾 快人 

藤井 幸恵 

数学科         久保 泰雄 

音楽科     今井かおる 

保健体育科 髙尾 仁 

技術科        島 樹生 

英語科         太田 眞治 

玉生 康典 

田邉 知里  

通級指導     中鹿智佳子 

非常勤        西島 佳宏 

管理用務員 中田 浩昭 

日本語指導 吉田 健 

よろしくお願いします。 

費」制度のお知らせ 
京都市では、お子さんが市立小・中学校へ就学するにあたり、経

済的な理由によりお困りの保護者に対し、学用品費や給食費など

を援助する就学援助制度を設けています。 

 なお、市立小学校卒業時に就学援助の認定を受けていた場合、

新規の申込は不要です。継続の案内は別途お知らせします。 

※ 令和７年度より、多子加算ができる子の年齢が１８歳未満から

２２歳未満に上がります。 

昨年度、不認定となった方も加算の要件に該当すれば認定できる

場合がありますので、該当する方は学校にお申し出ください。 

※ 様々なご事情により家計が急変する等、経済的な理由でお困

りの場合は、収入状況の悪化がわかるものをご提出いただくこと

等により認定できる場合がある臨時措置を設けています。まずは、

学校にご相談ください。 

また、育成学級に在籍しているお子さんのご家庭や、普通学級に

在籍し、総合支援学校に通う程度の障害があるお子さんのご家庭

に対し、学用品費等の一部を補助する総合育成支援教育就学奨

励費制度も設けています。申込みの手続きやご相談・ご質問があ

る方は学校までお申し出ください。 

学校だより・ホームページ等の掲載について 
「学校だより」や「ホームページ」等に生徒の活動の様子を撮った写真を掲載することがあります。

不掲載、遠景等をご希望の方は、担任までその旨をご連絡ください。 

自己指導力 

探究する力 

相互交流力 

 



 


